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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像を記憶する第１記憶装置と、
　読影依頼者に関するユーザ識別情報と、前記医用画像を収集する医用画像撮影装置の種
別を示す検査種別情報を少なくとも含む検査情報との組み合わせに、前記検査種別情報を
示す文字情報を少なくとも含む文字情報である定型文名情報と、定型文の文字情報である
定型文文字情報とを対応付けて記憶する第２記憶装置と、
　前記第１記憶装置から、読影対象の医用画像を抽出する第１抽出手段と、
　前記第２記憶装置から、所要のユーザ識別情報及び検査情報の組み合わせに対応する定
型文名情報を抽出する第２抽出手段と、
　前記抽出された医用画像と、前記抽出された定型文名情報と、その定型文名情報に対応
付けられたユーザ識別情報、検査情報、及び定型文文字情報とを含む読影依頼情報を、ネ
ットワークを介して外部装置に送信する送信手段と、
　を有する読影レポート作成支援システム。
【請求項２】
　前記第２記憶装置に記憶された検査情報は、前記検査種別情報に加え、撮影部位情報を
含む請求項１に記載の読影レポート作成支援システム。
【請求項３】
　前記抽出された定型文名情報の一覧を表示させる一覧表示制御手段と、
　前記表示された定型文名情報の一覧から特定の定型文名情報が選択されると、前記選択



(2) JP 6143494 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

された特定の定型文名情報に対応する特定の定型文文字情報を表示装置に表示させる文字
表示制御手段と、をさらに有する請求項１に記載の読影レポート作成支援システム。
【請求項４】
　前記ユーザ識別情報及び前記検査情報に、前記定型文名情報の表示位置を示す定型文名
の表示位置情報を対応付けて記憶する第３記憶装置と、
　前記第３記憶装置から、前記所要のユーザ識別情報及び検査情報に対応する表示位置情
報を抽出する第３抽出手段と、をさらに有し、
　前記一覧表示制御手段は、前記抽出された定型文名情報に基づいて、前記抽出された表
示位置情報に従った配置で、前記抽出された定型文名情報の一覧を表示させる請求項３に
記載の読影レポート作成支援システム。
【請求項５】
　前記ユーザ識別情報に、前記定型文名情報を表示するための表示フォーマット情報を対
応付けて記憶する第４記憶装置と、
　前記第４記憶装置から、前記所要のユーザ識別情報に対応する表示フォーマット情報を
抽出する第４抽出手段と、をさらに有し、
　前記一覧表示制御手段は、前記抽出された定型文名情報に基づいて、前記抽出された表
示フォーマット情報に従った形式で、前記抽出された定型文名情報の一覧を表示させる請
求項３に記載の読影レポート作成支援システム。
【請求項６】
　前記表示された定型文名情報の一覧に含まれる１つの定型文名情報を表示上で所定領域
に移動させると、前記１つの定型文名情報を前記特定の定型文名情報として選択する選択
手段をさらに有する請求項３に記載の読影レポート作成支援システム。
【請求項７】
　前記第１及び第２抽出手段、前記一覧表示制御手段、及び前記文字表示制御手段を有す
る第１装置とネットワークを介して接続される第２装置は、
　前記第１装置から送信されたユーザ識別情報、検査情報、定型文名情報、及び定型文文
字情報を対応付けて、前記ネットワークを介して受信する受信手段と、
　前記受信されたユーザ識別情報、検査情報、定型文名情報、及び定型文文字情報を対応
付けて記憶する第５記憶装置と、
　前記第５記憶装置から、所要のユーザ識別情報及び検査情報に対応する定型文名情報を
抽出する受信側抽出手段と、
　前記抽出された定型文名情報の一覧を表示させる受信側一覧表示制御手段と、
　前記表示された定型文名情報の一覧から特定の定型文名情報が選択されると、前記選択
された特定の定型文名情報に対応する特定の定型文文字情報を表示装置に表示させる受信
側文字表示制御手段と、
を有する請求項３に記載の読影レポート作成支援システム。
【請求項８】
　医用画像を記憶する第１記憶装置と、
　読影依頼者に関するユーザ識別情報と、前記医用画像を収集する医用画像撮影装置の種
別を示す検査種別情報を少なくとも含む検査情報との組み合わせに、前記検査種別情報を
示す文字情報を少なくとも含む文字情報である定型文名情報と、定型文の文字情報である
定型文文字情報とを対応付けて記憶する第２記憶装置と、
　前記第１記憶装置から、読影対象の医用画像を抽出する第１抽出手段と、
　前記第２記憶装置から、所要のユーザ識別情報及び検査情報の組み合わせに対応する定
型文名情報を抽出する第２抽出手段と、
　前記抽出された医用画像と、前記抽出された定型文名情報と、その定型文名情報に対応
付けられたユーザ識別情報、検査情報、及び定型文文字情報とを含む読影依頼情報を、ネ
ットワークを介して外部装置に送信する送信手段と、
　を有する読影レポート作成支援装置。
【請求項９】
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　読影依頼者に関するユーザ識別情報と、医用画像を収集する医用画像撮影装置の種別を
示す検査種別情報を少なくとも含む検査情報との組み合わせに、前記検査種別情報を示す
文字情報を少なくとも含む文字情報である定型文名情報と、定型文の文字情報である定型
文文字情報とを対応付けて記憶する記憶装置と、
　前記記憶装置から、所要のユーザ識別情報及び検査情報の組み合わせに対応する定型文
名情報を抽出する抽出手段と、
　前記抽出された定型文名情報と、その定型文名情報に対応付けられたユーザ識別情報、
検査情報、及び定型文文字情報とを含む読影依頼情報を、ネットワークを介して外部装置
に送信する送信手段と、
　を有する読影レポート作成支援システム。
【請求項１０】
　読影依頼者に関するユーザ識別情報と、医用画像を収集する医用画像撮影装置の種別を
示す検査種別情報を少なくとも含む検査情報との組み合わせに、前記検査種別情報を示す
文字情報を少なくとも含む文字情報である定型文名情報と、定型文の文字情報である定型
文文字情報とを対応付けて記憶する記憶装置から、所要のユーザ識別情報及び検査情報の
組み合わせに対応する定型文名情報を抽出する抽出手段と、
　前記抽出された定型文名情報と、その定型文名情報に対応付けられたユーザ識別情報、
検査情報、及び定型文文字情報とを含む読影依頼情報を、ネットワークを介して外部装置
に送信する送信手段と、
　を有する読影依頼装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一態様としての本実施形態は、読影レポートの作成を支援する読影レポート作
成支援システム、読影レポート作成支援装置、及び読影依頼装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像撮影装置、医用画像サーバ装置、読影レポートサーバ装置、ビューア装置、及
び読影レポート作成支援装置によって構成される読影レポート作成支援システムがある。
読影レポート作成支援システムにおいて、読影医は、読影レポートの作成をするために、
検査や撮影部位情報に紐付いた定型文を、特定の操作で所見に貼り付けることができる。
【０００３】
　または、読影レポート作成支援システムは、ネットワークによって複数の病院にそれぞ
れ存在するシステムが接続される構成を有する。読影レポート作成支援システムにおいて
、読影レポートのレポート作成者は、複数の病院間を往き来して、各病院で読影レポート
を作成する。また、読影レポート作成支援システムは、ある病院から読影専門機関に読影
を依頼し、読影結果を読影センタから取得する遠隔読影機能を有する場合もある。
【０００４】
　なお、本発明に係る従来技術として、以下の特許文献１が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－３１５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来技術では、読影レポートの作成時に表示される読影レポート作成画面上に、所見欄
に入力すべき所見の候補である定型文の定型文文字情報が表示される。しかしながら、内
視鏡検査等のように、定型文が大量に存在する場合、大量の定型文の定型文文字情報を所
見の候補として表示する必要がある。その場合、レポート作成者によって表示を切り替え
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るためのスクロール操作等の操作が必須となるので、読影レポートの作成時のレポート作
成者の読影効率が悪かった。
【０００７】
　また、レポート作成者毎、病院毎、検査毎に定型文の内容が異なる。読影レポートの作
成時に利用する定型文において、検査情報によって表示される定型文の内容を変更するこ
とはできるが、定型文の表示フォーマット情報まで変更することはできない。よって、読
影レポートを作成するのに最適な定型文が画面に表示されるわけではなく、レポート作成
者の読影効率が悪かった。
【０００８】
　さらに、あるレポート作成者が、異なる病院（第１病院及び第２病院）を往き来して読
影を行なう場合がある。第１病院で、定型文文字情報を登録しても、第１病院で登録した
定型文文字情報を第２病院で使用する場合には、定型文文字情報を、第２病院で再び登録
する必要がある。又は、既に登録されている第１病院からファイルでエクスポートし（書
き出し）、エクスポートされた結果を第２病院に送信して第２病院でインポートする（読
み込む）ことで、定型文文字情報を流用する必要がある。それらの場合、再登録作業や、
書き出し作業、及び読み込み作業に手間と時間がかかってしまい、レポート作成者の読影
効率が悪かった。
【０００９】
　加えて、病院から読影センタ等の専門機関に読影レポートの作成を依頼する場合がある
。依頼元の病院で使用して欲しい定型文文字情報を、依頼先の専門機関に送信する手段が
なく、読影依頼元の病院が意図した定型文文字情報が含まれる読影レポートを、読影依頼
先の専門機関で作成することが困難である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本実施形態の読影レポート作成支援システムは、上述した課題を解決するために、医用
画像を記憶する第１記憶装置と、読影依頼者に関するユーザ識別情報と、前記医用画像を
収集する医用画像撮影装置の種別を示す検査種別情報を少なくとも含む検査情報との組み
合わせに、前記検査種別情報を示す文字情報を少なくとも含む文字情報である定型文名情
報と、定型文の文字情報である定型文文字情報とを対応付けて記憶する第２記憶装置と、
前記第１記憶装置から、読影対象の医用画像を抽出する第１抽出手段と、前記第２記憶装
置から、所要のユーザ識別情報及び検査情報の組み合わせに対応する定型文名情報を抽出
する第２抽出手段と、前記抽出された医用画像と、前記抽出された定型文名情報と、その
定型文名情報に対応付けられたユーザ識別情報、検査情報、及び定型文文字情報とを含む
読影依頼情報を、ネットワークを介して外部装置に送信する送信手段と、を有する。
【００１１】
　本実施形態の読影レポート作成支援装置は、上述した課題を解決するために、医用画像
を記憶する第１記憶装置と、読影依頼者に関するユーザ識別情報と、前記医用画像を収集
する医用画像撮影装置の種別を示す検査種別情報を少なくとも含む検査情報との組み合わ
せに、前記検査種別情報を示す文字情報を少なくとも含む文字情報である定型文名情報と
、定型文の文字情報である定型文文字情報とを対応付けて記憶する第２記憶装置と、前記
第１記憶装置から、読影対象の医用画像を抽出する第１抽出手段と、前記第２記憶装置か
ら、所要のユーザ識別情報及び検査情報の組み合わせに対応する定型文名情報を抽出する
第２抽出手段と、前記抽出された医用画像と、前記抽出された定型文名情報と、その定型
文名情報に対応付けられたユーザ識別情報、検査情報、及び定型文文字情報とを含む読影
依頼情報を、ネットワークを介して外部装置に送信する送信手段と、を有する。
【００１２】
　本実施形態の読影レポート作成支援システムは、上述した課題を解決するために、読影
依頼者に関するユーザ識別情報と、医用画像を収集する医用画像撮影装置の種別を示す検
査種別情報を少なくとも含む検査情報との組み合わせに、前記検査種別情報を示す文字情
報を少なくとも含む文字情報である定型文名情報と、定型文の文字情報である定型文文字
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情報とを対応付けて記憶する記憶装置と、前記記憶装置から、所要のユーザ識別情報及び
検査情報の組み合わせに対応する定型文名情報を抽出する抽出手段と、前記抽出された定
型文名情報と、その定型文名情報に対応付けられたユーザ識別情報、検査情報、及び定型
文文字情報とを含む読影依頼情報を、ネットワークを介して外部装置に送信する送信手段
と、を有する。
【００１３】
　本実施形態の読影依頼装置は、上述した課題を解決するために、読影依頼者に関するユ
ーザ識別情報と、医用画像を収集する医用画像撮影装置の種別を示す検査種別情報を少な
くとも含む検査情報との組み合わせに、前記検査種別情報を示す文字情報を少なくとも含
む文字情報である定型文名情報と、定型文の文字情報である定型文文字情報とを対応付け
て記憶する記憶装置から、所要のユーザ識別情報及び検査情報の組み合わせに対応する定
型文名情報を抽出する抽出手段と、前記抽出された定型文名情報と、その定型文名情報に
対応付けられたユーザ識別情報、検査情報、及び定型文文字情報とを含む読影依頼情報を
、ネットワークを介して外部装置に送信する送信手段と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態の読影レポート作成支援システムの構成を示す概略図。
【図２】読影レポート作成支援装置の構成を示す図。
【図３】データベースで管理される第１テーブルの例を示す図。
【図４】データベースで管理される第２テーブルの例を示す図。
【図５】データベースで管理される第３テーブルの例を示す図。
【図６】データベースで管理される第４テーブルの例を示す図。
【図７】第１乃至第４テーブルの変形例としての第５テーブルを示す図。
【図８】第１及び第２テーブルの変形例としての第６テーブルを示す図。
【図９】第１実施形態の読影レポート作成支援システムの動作を示すフローチャート。
【図１０】読影レポート作成画面の一例を示す図。
【図１１】（ａ），（ｂ）は、定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報を選択する方法を
説明するための図。
【図１２】第２実施形態の読影レポート作成支援システムの構成を示す概略図。
【図１３】データベースで管理される第１テーブルの例を示す図。
【図１４】データベースで管理される第２テーブルの例を示す図。
【図１５】データベースで管理される第３テーブルの例を示す図。
【図１６】データベースで管理される第４テーブルの例を示す図。
【図１７】第２実施形態の読影レポート作成支援システムの動作を示すフローチャート。
【図１８】第２実施形態の読影レポート作成支援システムの動作を示すフローチャート。
【図１９】第２実施形態の読影レポート作成支援システムの動作を示すフローチャート。
【図２０】送信画面の一例を示す図。
【図２１】第３実施形態の読影レポート作成支援システムの構成を示す概略図。
【図２２】第３実施形態の読影レポート作成支援システムの動作を示すフローチャート。
【図２３】第３実施形態の読影レポート作成支援システムの動作を示すフローチャート。
【図２４】読影依頼画面の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本実施形態の読影レポート作成支援システム、読影レポート作成支援装置、及び読影依
頼装置について、添付図面を参照して説明する。
【００１６】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態の読影レポート作成支援システムの構成を示す概略図である。
【００１７】
　図１は、第１実施形態の読影レポート作成支援システム１を示す。読影レポート作成支
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援システム１は、医療機関（病院）１０に設置される。病院１０は、医用画像撮影装置（
モダリティ）１１、医用画像サーバ装置１２、読影レポートサーバ装置１３、観察用のビ
ューア装置１４、読影用のビューア装置１５、読影レポート作成支援装置１６、及びデー
タベース群１７（１７－１乃至１７－４）を備える。各装置は、基幹のＬＡＮ（ｌｏｃａ
ｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）等のネットワークＮａを介して相互に通信可能である。
なお、装置１１乃至１６の一部又は全部は、病院１０に複数備えられてもよい。
【００１８】
　医用画像撮影装置１１は、被検体としての患者の検査撮影部位情報を撮影し、医用デー
タとしての検査撮影部位情報の医用画像を生成する。生成された医用画像は、ＤＩＣＯＭ
データとして医用画像サーバ装置１２に送信される。医用画像撮影装置１１としては、内
視鏡検査装置、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ（ｃｏｍｐｕｔｅｄ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装
置、ＭＲＩ（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ）装置、超音波診
断装置、及び核医学診断装置等が挙げられる。
【００１９】
　医用画像サーバ装置１２は、医用画像撮影装置１１によって収集された画像データを保
管する。医用画像サーバ装置１２は、ビューア装置１４，１５の要求に応じてビューア装
置１４，１５に画像データを提供する。なお、医用画像サーバ装置１２は、医用画像に対
する経時差分、統合（ｆｕｓｉｏｎ）、断面変換（ＭＰＲ）、３Ｄ表示変換、及び付帯情
報管理等の機能を有している。また、医用画像サーバ装置１２は、画像データを保管する
場合、その画像データに付帯する付帯情報を読影レポートサーバ装置１３に送信する。こ
の付帯情報は受付番号、患者情報、及び検査情報等を含む。ここで、患者情報としては、
例えば、患者ＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）及び患者名等が挙げられる。また、
検査情報としては、例えば、ＣＴやＭＲ等の検査種別情報、及び被検体の撮影部位情報等
が挙げられる。
【００２０】
　読影レポートサーバ装置１３は、医用画像サーバ装置１２から付帯情報を受け取り、そ
の付帯情報を含む入力前の読影レポート（症例入力欄や所見入力欄等が空白状態である読
影レポート）を受付番号に関連付けて保存し、さらに、読影レポート作成支援装置１６の
要求に応じて読影レポート作成支援装置１６に入力前の読影レポートを提供する。また、
読影レポートサーバ装置１３は、読影医により作成された入力済の読影レポートを適宜保
管し、さらに、観察用のビューア装置１４の要求に応じてビューア装置１４に読影レポー
トを提供する。
【００２１】
　観察用のビューア装置１４は、医用画像サーバ装置１２に保管された医用画像や読影レ
ポートサーバ装置１３に保管された入力済の読影レポート等の画像を表示する装置である
。観察用のビューア装置１４は、例えば病院内の診察室に設置されており、患者の担当医
等に医用画像や読影レポートを提供する。観察用のビューア装置１４により、担当医は医
用画像及び読影レポートを閲覧することができる。
【００２２】
　読影用のビューア装置１５は、医用画像サーバ装置１２に保管された医用画像や読影レ
ポートサーバ装置１３に保管された入力前の読影レポート等の画像を表示する装置である
。読影用のビューア装置１５は、例えば病院内の読影室に設置されており、読影レポート
を作成する読影医等のレポート作成者に医用画像を提供する。読影用のビューア装置１５
により、レポート作成者は読影対象の医用画像を閲覧することができる。
【００２３】
　読影レポート作成支援装置１６は、読影レポートサーバ装置１３に保管された入力前（
登録前）の読影レポートに対するレポート作成者の作成作業を支援する装置である。読影
レポート作成支援装置１６は、例えば病院内の読影室に読影用のビューア装置１５と並べ
て設置されており、レポート作成者が読影レポートを作成する場合の作成作業を支援する
。なお、レポート作成者は、読影用のビューア装置１５に表示された医用画像を閲覧しな
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がら、読影レポート作成支援装置１６を用いてその読影対象である医用画像に対する読影
レポートを作成する。
【００２４】
　図２は、読影レポート作成支援装置１６の構成を示す図である。
【００２５】
　図２に示すように、読影レポート作成支援装置１６は、制御部４１、記憶部４２、入力
部４３、表示部４４、通信部４５を備える。各部４１乃至４５はバスＢを介して電気的に
接続されている。
【００２６】
　制御部４１は、各部を制御するマイクロプロセッサ等によって構成される。制御部４１
は、記憶部４２に記憶された各種のプログラムやデータ等に基づいて各部を制御し、特に
、それらのプログラムやデータ等に基づき、入力部４３に対するレポート作成者の入力操
作に応じて各部を制御する。また、制御部４１は、各種のプログラムに基づいて、各種デ
ータの計算又は加工等を行なう一連のデータ処理、及び読影レポート等の画像を表示する
画像表示処理等を実行する。
【００２７】
　記憶部４２は、各種のプログラムやデータを記憶するＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、又はフラッシュ
メモリ等によって構成される。記憶部４２は、制御部４１が実行する起動プログラム等の
各種のプログラムを記憶するメモリであって、さらに、制御部４１のワークエリアとして
も機能するメモリである。なお、起動プログラムは、読影レポート作成支援装置１６の起
動時に制御部４１により読み出されて実行される。
【００２８】
　入力部４３は、マウスやキーボード等の入力デバイスによって構成される。入力部４３
は、読影医等のレポート作成者（利用者）により入力操作される操作部である。入力部４
３は、レポート作成者により読影レポートを作成する際等に用いられる。
【００２９】
　表示部４４は、液晶ディスプレイやＣＲＴ（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ）ディ
スプレイ等によって構成される。表示部４４は、レポート作成用に読影レポートを表示す
る表示動作を行う表示装置である。
【００３０】
　通信部４５は、ネットワークＮを介して外部装置との通信を行なう通信インターフェー
スである。外部装置としては、医用画像サーバ装置１２、読影レポートサーバ装置１３、
読影用のビューア装置１５、及びデータベース１７－１乃至１７－４等が挙げられる。
【００３１】
　図１の説明に戻って、データベース１７－１は、第１テーブルＴ１を保存する。第１テ
ーブルＴ１は、定型文識別情報に、ユーザ識別情報と、医用画像を収集する検査の検査情
報（例えば、医用画像撮影装置１１の種別を示す検査種別情報、及び撮影部位情報等）と
、定型文を識別するための簡易な文字情報である定型文名情報との組合せが対応付けられ
てなる。
【００３２】
　図３は、データベース１７－１で管理される第１テーブルＴ１の例を示す図である。
【００３３】
　図３に示すように、ユーザ識別情報及び検査情報の組合せに対して所望の定型文名情報
を登録すると、定型文識別情報「１０１」が対応付けられる。すなわち、第１テーブルＴ
１において、定型文識別情報「１０１」には、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情
報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」と、定型文名情報「ＣＴ用１
１」との組合せが対応付けられる。また、第１テーブルＴ１において、定型文識別情報「
１０２」には、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ
」及び撮影部位情報「ＡＬＬ（全ての撮影部位）」と、定型文名情報「ＣＴ用１２」との
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組合せが対応付けられる。ここで、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての
検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とを条件とする場合を考える。その場合
、第１テーブルＴ１に基づいて定型文識別情報「１０１」，「１０２」，「１０６」と、
定型文名情報「ＣＴ用１１」，「ＣＴ用１２」，「共通１１」とが抽出される。なお、検
査情報として、手技情報や造影剤情報等を考慮してもよい。また、定型文識別情報に、ユ
ーザ識別情報と、検査情報と、定型文名情報と、病院情報との組合せが対応付けられても
よい。
【００３４】
　図１の説明に戻って、データベース１７－２は、第２テーブルＴ２を保存する。第２テ
ーブルＴ２は、定型文識別情報に、定型文名情報の表示位置を示す定型文名の表示位置情
報と、定型文の文字情報である定型文文字情報との組合せが対応付けられてなる。
【００３５】
　図４は、データベース１７－２で管理される第２テーブルＴ２の例を示す図である。
【００３６】
　図４に示すように、第２テーブルＴ２において、定型文識別情報「１０１」には、定型
文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「前回の検査と比
べて…」との組合せが対応付けられる。すなわち、定型文識別情報「１０１」は、定型文
名の表示位置情報「１」の位置に表示される場合もあれば、定型文名の表示位置情報「５
」の位置に表示される場合もある。ここで、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報
としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とを条件とする場合を考える。
その場合、図３に示す第１テーブルＴ１に基づいて定型文識別情報「１０１」，「１０２
」，「１０６」と、定型文名情報「ＣＴ用１１」，「ＣＴ用１２」，「共通１１」とが抽
出される。さらに、図４に示す第２テーブルＴ２に基づいて、抽出された定型文識別情報
「１０１」，「１０２」，「１０６」に対応する定型文名の表示位置情報「１，２，３，
４，ｏｒ，５」，「１，２，３，４，ｏｒ，５」，「５」と、定型文文字情報「前回の検
査と比べて…」，「要再検査」，「異常なし」とが抽出される。
【００３７】
　ここで、第２テーブルＴ２には、例えば、レポート作成者の入力操作により直接入力さ
れた所見文章が定型文文字情報として登録されたり、あるいは所見文章の入力後にその所
見文章がコピーされて定型文文字情報として登録されたりする。
【００３８】
　図１の説明に戻って、データベース１７－３は、第３テーブルＴ３を保存する。第３テ
ーブルＴ３は、ユーザ識別情報に、定型文を表示するための表示フォーマット情報が対応
付けられてなる。
【００３９】
　図５は、データベース１７－３で管理される第３テーブルＴ３の例を示す図である。
【００４０】
　ここで、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及
び撮影部位情報「頭部」とを条件とする場合を考える。その場合、図５に示す第３テーブ
ルＴ３に基づいて、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対応する表示フォーマット情報「１
０１」が抽出される。
【００４１】
　図１の説明に戻って、データベース１７－４は、第４テーブルＴ４を保存する。第４テ
ーブルＴ４は、表示フォーマット情報に構文情報（ＸＭＬ形式）が対応付けられてなる。
【００４２】
　図６は、データベース１７－４で管理される第４テーブルＴ４の例を示す図である。
【００４３】
　ここで、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及
び撮影部位情報「頭部」とを条件とする場合を考える。その場合、図５に示す第３テーブ
ルＴ３に基づいて、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対応する表示フォーマット情報「１
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０１」が抽出される。さらに、図６に示す第４テーブルＴ４に基づいて、抽出された表示
フォーマット情報「１０１」に対応する構文情報が抽出される。
【００４４】
　あるユーザが、設定画面（図示しない）上で、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」
及び撮影部位情報「頭部」に関し、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」を指定し、定型文名の
表示位置情報と、定型文文字情報と、構文情報とを指定する。その場合、定型文識別情報
及び定型文名情報（既に登録されている定型文名と一致しない定型文名）が決定され、テ
ーブルＴ１乃至Ｔ４に登録される。
【００４５】
　図７は、テーブルＴ１乃至Ｔ４の変形例としての第５テーブルを示す図である。
【００４６】
　図７に示すように、第５テーブルＴ５において、定型文識別情報「１０１」には、ユー
ザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報
「頭部」と、定型文名情報「ＣＴ用１１」と、定型文の表示位置情報「横座標０，縦座標
０」と、定型文の表示サイズ情報「横５０×縦２０」と、表示フォーマット情報「１０１
」との組合せが対応付けられる。また、第５テーブルＴ５において、定型文識別情報「１
０２」には、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」
及び撮影部位情報「ＡＬＬ（全ての撮影部位）」と、定型文名情報「ＣＴ用１２」と、定
型文の表示位置情報「０，３０」と、定型文の表示サイズ情報「５０×２０」と、表示フ
ォーマット情報「１０１」との組合せが対応付けられる。
【００４７】
　ここで、第５テーブルＴ５において、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報とし
ての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とを条件とする場合を考える。その
場合、定型文識別情報「１０１」，「１０２」，「１０６」に対応する定型文名情報「Ｃ
Ｔ用１１」，「ＣＴ用１２」，「共通１１」が、表示位置情報「０，０」，「０，３０」
，「５００，０」に従った配置で、表示サイズ情報「横５０×縦２０」，「５０×２０」
，「５０×２０」に従ったサイズで読影レポート作成画面内に定型文名情報の一覧Ｐ（図
１０、及び図１１（ａ），（ｂ）に図示）が生成されることになる。そして、その場合、
表示フォーマット情報「１０１」に従った形式で定型文名情報の一覧Ｐが生成される。
【００４８】
　図８は、第１及び第２テーブルの変形例としての第６テーブルを示す図である。
【００４９】
　図８に示す第６テーブルＴ６は、図３に示す第１テーブルＴ１と、図４に示す第２テー
ブルＴ２とを組み合わせたものであり、第１テーブルＴ１に変わってデータベース１７－
１に記憶される。この場合、データベース１７－２は不要である。ここで、ユーザ識別情
報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」
とを条件とする場合を考える。その場合、第６テーブルＴ６に基づいて定型文識別情報「
１０１」，「１０２」，「１０６」と、定型文名情報「ＣＴ用１１」，「ＣＴ用１２」，
「共通１１」と、定型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」，「１，２，３
，４，ｏｒ，５」，「５」とが抽出される。
【００５０】
　なお、図３を用いて説明した定型文識別情報及び定型文名情報と、図４を用いて説明し
た定型文名の表示位置情報と、図５を用いて説明した表示フォーマット情報と、図６を用
いて説明した構文情報とは、データベースからではなく、読影レポート作成支援システム
１内の特定のフォルダからファイルとしてそれぞれ取得してもよい。
【００５１】
　なお、第１実施形態の読影レポート作成支援システム１において、医用画像サーバ装置
１２、読影レポート作成支援装置１６、及びデータベース１７－１，１７－２，１７－３
，１７－４はそれぞれ独立した装置である。しかしながら、読影レポート作成支援装置１
６は、医用画像サーバ装置１２、及びデータベース１７－１，１７－２，１７－３，１７
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－４の機能を備える装置であってもよい。
【００５２】
　続いて、第１実施形態の読影レポート作成支援システム１の動作について、図９に示す
フローチャートを用いて説明する。
【００５３】
　まず、図２に示す読影レポート作成支援装置１６の制御部４１は、読影レポート作成支
援装置１６に対するレポート作成者のログインが行なわれたか否かを判断し（ステップＳ
Ｔ１）、レポート作成者のログインに待機する（ステップＳＴ１のＮＯ）。レポート作成
者は読影レポート作成支援装置１６の入力部４３を入力操作してユーザＩＤやログインパ
スワード等のログイン情報を入力し、読影レポート作成支援装置１６にログインする。
【００５４】
　ログインが行なわれたと判断した場合（ステップＳＴ１のＹＥＳ）、制御部４１は、入
力されたログイン情報からレポート作成者のユーザＩＤ等のユーザ識別情報を取得する（
ステップＳＴ２）。そして、制御部４１は、読影対象の医用画像を示す受付番号リストを
表示部４４に表示させる（ステップＳＴ３）。さらに、制御部４１は、受付番号リストか
ら受付番号が選択されたか否かを判断し（ステップＳＴ４）、受付番号の選択に待機する
（ステップＳＴ４のＮＯ）。レポート作成者は入力部４３を入力操作して受付番号リスト
から受付番号を選択する。
【００５５】
　受付番号リストから受付番号が選択されたと判断した場合（ステップＳＴ４のＹＥＳ）
、制御部４１は、選択された受付番号に対応する患者情報及び検査情報を読影レポートサ
ーバ装置１３から、選択された受付番号に対応する画像データを医用画像サーバ装置１２
からそれぞれ取得する（ステップＳＴ５）。レポート作成者は読影対象の医用画像を閲覧
しながら、入力部４３を入力操作して読影レポートを作成することになる。
【００５６】
　次に、制御部４１は、ステップＳＴ２で取得したユーザ識別情報と、ステップＳＴ５で
取得した検査情報とに基づいて、それらの情報に対応する定型文識別情報をデータベース
１７－１の第１テーブルＴ１（図３に図示）から抽出し（ステップＳＴ６）、定型文名情
報をデータベース１７－１の第１テーブルＴ１（図３に図示）から抽出する（ステップＳ
Ｔ７）。例えば、図３において、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検
査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とに対応する定型文識別情報「１０１」と
、定型文名情報「ＣＴ用１１」とが抽出される。また、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と
、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「ＡＬＬ」とに対応する定型
文識別情報「１０２」と、定型文名情報「ＣＴ用１２」とが抽出される。さらに、ユーザ
識別情報「ＡＬＬ」と、検査情報としての検査種別情報「ＡＬＬ」及び撮影部位情報「Ａ
ＬＬ」とに対応する定型文識別情報「１０６」と、定型文名情報「共通１１」とが抽出さ
れる。
【００５７】
　制御部４１は、ステップＳＴ６で抽出した定型文識別情報に対応する定型文名の表示位
置情報と定型文文字情報とをデータベース１７－２の第２テーブルＴ２（図４に図示）か
ら抽出する（ステップＳＴ８）。例えば、図４において、定型文識別情報「１０１」に対
応する定型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「前回
の検査と比べて…」とが抽出される。また、定型文識別情報「１０２」に対応する定型文
名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「要再検査」とが抽
出される。さらに、定型文識別情報「１０６」に対応する定型文名の表示位置情報「５」
と、定型文文字情報「異常なし」とが抽出される。
【００５８】
　また、制御部４１は、ステップＳＴ２で取得したユーザ識別情報に基づいて、その情報
に対応する表示フォーマット情報をデータベース１７－３の第３テーブルＴ３（図５に図
示）から抽出する（ステップＳＴ９）。例えば、図５において、ユーザ識別情報「ＡＢ０
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０１」に対応する表示フォーマット情報「１０１」が抽出される。
【００５９】
　また、制御部４１は、ステップＳＴ９で抽出した表示フォーマット情報に基づいて、そ
の情報に対応する構文情報をデータベース１７－４の第４テーブルＴ４（図６に図示）か
ら抽出する（ステップＳＴ１０）。例えば、図６において、表示フォーマット情報「１０
１」に対応する構文情報が抽出される。
【００６０】
　そして、制御部４１は、ステップＳＴ７で抽出した定型文名情報の一覧Ｐと、ステップ
ＳＴ５で取得した患者情報、検査情報、及び画像データ等とを含む読影レポート作成画面
Ｇ１を読影用のビューア装置１５に表示させる（ステップＳＴ１１）。
【００６１】
　図１０は、読影レポート作成画面の一例を示す図である。
【００６２】
　図１０は、レポート作成者のユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査
種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とを条件とする、患者ＩＤ「１２３４」に関
する読影レポート作成画面Ｇ１を示す。読影レポート作成画面Ｇ１は、ユーザ識別情報「
ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とを
条件としてステップＳＴ７で抽出した定型文名情報が、ステップＳＴ８で抽出した定型文
の表示位置情報に従った配置で、ステップＳＴ１０で抽出した構文情報に従った形式で生
成される定型文名情報の一覧Ｐを含む。
【００６３】
　具体的には、読影レポート作成画面Ｇ１は、患者情報（例えば、患者ＩＤ及び患者名）
と、画像データ「ＣＴ」とを含む。読影レポート作成画面Ｇ１は、条件としての、レポー
ト作成者のユーザ識別情報（例えば、ユーザＩＤ及びユーザ名）、及び検査情報（例えば
、検査種別情報及び撮影部位情報）を含む。また、読影レポート作成画面Ｇ１は、条件に
基づいてステップＳＴ７で抽出した定型文名情報の一覧Ｐ（例えば、ＣＴ用１１，…，共
通１２）を含む。なお、読影レポート作成画面Ｇ１には、所見文章が入力される所見入力
欄Ｑが設けられる。条件に基づいてステップＳＴ７で定型文名情報「ＣＴ用１１」，「Ｃ
Ｔ用１２」，「共通１１」のみが抽出された場合、定型文名情報「ＣＴ用１１」，「ＣＴ
用１２」，「共通１１」のみが表示される。
【００６４】
　図９の説明に戻って、制御部４１は、読影用のビューア装置１５によって定型文名情報
の一覧Ｐから定型文名情報が選択されたか否かを判断し（ステップＳＴ１２）、定型文名
情報の選択に待機する（ステップＳＴ１２のＮＯ）。レポート作成者は、読影用のビュー
ア装置１５の入力部を入力操作して定型文名情報の一覧Ｐの中の定型文名情報が所定の場
所に貼り付けられることで、定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報を選択する。レポー
ト作成者に対する情報の表示部への表示にグラフィックを多用し、大半の基礎的な操作を
入力部４３としてのマウス等のポインティングデバイスによって行なうことができるＧＵ
Ｉ（ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を用いることができる。
【００６５】
　図１１（ａ），（ｂ）は、図１０に示す読影レポート作成画面Ｇ１の一部を示し、定型
文名情報の一覧Ｐから定型文名情報を選択する方法を説明するための図である。
【００６６】
　図１１（ａ）に示すように、レポート作成者は、読影用のビューア装置１５の表示部に
表示された定型文名情報の一覧Ｐから所望の定型文名情報、例えば「ＣＴ用１２」のアイ
コンを、入力部４３を用いてドラッグ（移動）する。そして、図１１（ｂ）に示すように
、レポート作成者は、ドラッグされた「ＣＴ用１２」のアイコンを所見入力欄Ｑにドロッ
プする。「ＣＴ用１２」が所見入力欄Ｑにドロップされると、第２テーブルＴ２に基づい
て、ステップＳＴ８で抽出した、「ＣＴ用１２」に対応する定型文文字情報「要再検査」
が所見入力欄Ｑに表示される。なお、図１１（ａ）に示す状態で、定型文名情報にマウス
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ポインタが合わせられると、当該定型文名情報に対応する定型文文字情報がポップアップ
ウィンドウとして表示される構成としてもよい。
【００６７】
　図９の説明に戻って、定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報が選択されたと判断した
場合（ステップＳＴ１２のＹＥＳ）、制御部４１は、読影用のビューア装置１５によって
保存ボタンが押下されたか否かを判断し（ステップＳＴ１３）、保存ボタンの押下に待機
する（ステップＳＴ１３のＮＯ）。保存ボタンは、例えば読影レポート作成画面Ｇ１に設
けられる。レポート作成者は、入力済の読影レポートを保存する場合、読影用のビューア
装置１５の入力部を入力操作して保存ボタンをクリックして押下する。なお、保存ボタン
以外の他のボタンが押下された場合には、他のボタンに対応する処理が実行される。保存
ボタンが押下されたと判断した場合には（ステップＳＴ１３のＹＥＳ）、ネットワークＮ
ａを介して読影レポートサーバ装置１３に入力済の読影レポートを送信し（ステップＳＴ
１４）、処理を終了する。このような処理により読影レポート作成支援動作が行なわれる
。
【００６８】
　読影医等のレポート作成者が読影レポート作成支援装置１６にログインすると、そのレ
ポート作成者に対応する定型文名情報の一覧Ｐが表示部４４に表示される。レポート作成
者は入力部４３を入力操作してその定型文名情報の一覧Ｐから所見の定型文名情報を選択
する。このようにして所見文章が読影レポートに自動的に入力される。最後に、レポート
作成者は所見文章を確認して保存ボタンを押下する。これにより、入力済の読影レポート
が読影レポートサーバ装置１３に送信される。
【００６９】
　読影レポートサーバ装置１３は、読影レポート作成支援装置１６から送信された読影レ
ポートを入力前の読影レポートに上書き保存する。保存された入力済の読影レポートは、
観察用のビューア装置１４からの要求に応じて読影レポートサーバ装置１３からネットワ
ークＮａを介して観察用のビューア装置１４に送信される。これにより、観察用のビュー
ア装置１４は医用画像に加え、読影レポートを表示する。担当医は、観察用のビューア装
置１４に表示された医用画像及び読影レポートを閲覧して診察を行なう。
【００７０】
　第１実施形態の読影レポート作成支援システム１によれば、レポート作成者が検査情報
を指定すれば、レポート作成者及び検査に対応する適切な定型文名情報の一覧Ｐが表示さ
れる。そして、レポート作成者が定型文名情報の一覧Ｐから特定の定型文名情報を選択す
れば、所見入力欄Ｑに、特定の定型文名情報に対応する定型文文字情報を入力することが
できる。すなわち、第１実施形態の読影レポート作成支援システム１によれば、多数の定
型文名情報のうち、適切な定型文名情報のみを一覧Ｐとして表示できるので、定型文名情
報（定型文文字情報）の選択作業が簡易になり、レポート作成者の読影レポートの作成効
率を向上させることができる。
【００７１】
　また、第１実施形態の読影レポート作成支援システム１によれば、定型文文字情報の一
覧ではなく、定型文名情報の一覧Ｐを表示することで、表示される定型文名情報が多数で
あっても画面の切り替え等の操作が不要となるので、レポート作成者の読影レポートの作
成効率を向上させることができる。
【００７２】
　（第２実施形態）
　図１２は、第２実施形態の読影レポート作成支援システムの構成を示す概略図である。
【００７３】
　図１２は、第２実施形態の読影レポート作成支援システム１Ａを示す。読影レポート作
成支援システム１Ａは、複数の医療機関、例えば第１病院１０及び第２病院２０によって
構成される。第１病院１０は、医用画像撮影装置１１、医用画像サーバ装置１２、読影レ
ポートサーバ装置１３、観察用のビューア装置１４、読影用のビューア装置１５、読影レ
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ポート作成支援装置１６、データベース群１７（１７－１乃至１７－４）、及びルータ（
ＶＰＮ：ｖｉｒｔｕａｌ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）１８を備える。各装置は、
基幹のＬＡＮ等のネットワークＮａを介して相互に通信可能である。なお、装置１１乃至
１６の一部又は全部は、第１病院１０に複数備えられてもよい。
【００７４】
　ルータ１８は、ネットワークＮａ上のデータをインターネット等のネットワークＮｄに
中継し、ネットワークＮｄ上のデータをネットワークＮａに中継する装置である。
【００７５】
　なお、図１２に示す読影レポート作成支援システム１Ａにおいて、図１に示す読影レポ
ート作成支援システム１と同一要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００７６】
　第２病院２０は、第１病院１０と同様に、医用画像撮影装置２１、医用画像サーバ装置
２２、読影レポートサーバ装置２３、観察用のビューア装置２４、読影用のビューア装置
２５、読影レポート作成支援装置２６、データベース群２７（２７－１乃至２７－４）、
及びルータ２８を備える。各装置は、基幹のＬＡＮ等のネットワークＮｂを介して相互に
通信可能である。なお、装置２１乃至２６の一部又は全部は、第２病院２０に複数備えら
れてもよい。
【００７７】
　医用画像撮影装置２１は、医用画像撮影装置１１と同一の構成及び機能を有し、医用画
像サーバ装置２２は、医用画像サーバ装置１２と同一の構成及び機能を有し、読影レポー
トサーバ装置２３は、読影レポートサーバ装置１３と同一の構成及び機能を有し、観察用
のビューア装置２４は、観察用のビューア装置１４と同一の構成及び機能を有し、読影用
のビューア装置２５は、読影用のビューア装置１５と同一の構成及び機能を有する。
【００７８】
　読影レポート作成支援装置２６は、図２に示す読影レポート作成支援装置１６と同一の
構成を有する。読影レポート作成支援装置２６の機能（動作）は後述する。
【００７９】
　データベース２７－１は、第１テーブルＵ１を保存する。第１テーブルＵ１は、定型文
識別情報に、ユーザ識別情報と、検査情報と、定型文名情報との組合せが対応付けられて
なる。
【００８０】
　図１３は、データベース２７－１で管理される第１テーブルＵ１の例を示す図である。
【００８１】
　図１３に示すように、第１テーブルＵ１において、定型文識別情報「２０１」には、ユ
ーザ識別情報「ＣＤ０１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報
「頭部」と、定型文名情報「ＣＴ用２１」との組合せが対応付けられる。また、第１テー
ブルＵ１において、定型文識別情報「２０２」には、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」と、検
査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「ＡＬＬ」と、定型文名情報「Ｃ
Ｔ用２２」との組み合わせが対応付けられる。なお、図１３に示す第１テーブルＵ１の上
６段について、ユーザ識別情報、検査情報、定型文名情報、及び定型文識別情報は全て第
２病院２０で新規登録されるものである。
【００８２】
　また、第１テーブルＵ１において、定型文識別情報「２０７」には、ユーザ識別情報「
ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」と、
定型文名情報「ＣＴ用１１」との組合せが対応付けられる。なお、図１３に示す第１テー
ブルＵ１の下２段について、ユーザ識別情報、検査情報、及び定型文名情報は第１病院１
０からの情報であり、定型文識別情報は第２病院２０で新規登録されるものである。
【００８３】
　ここで、第１病院１０では、第１病院１０独自のユーザ識別情報を用い、第２病院２０
では、第２病院２０独自のユーザ識別情報を用いる場合について示している。よって、ユ
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ーザ識別情報が異なっていても、同一のユーザを識別している場合がある。例えば、第２
病院２０では、第１病院１０のユーザ識別情報「ＡＢ００１」は、ユーザ識別情報「ＣＤ
０１」と同一であると判断する。判断方法としては、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対
応するユーザ名とユーザ識別情報「ＣＤ０１」に対応するユーザ名とが一致する場合にユ
ーザ識別情報「ＡＢ００１」とユーザ識別情報「ＣＤ０１」とが同一であると判断する。
又は、第１病院１０のユーザ識別情報のユーザＩＤと第２病院２０のユーザ識別情報のユ
ーザＩＤとの対応テーブルを有し、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」にユーザ識別情報「Ｃ
Ｄ０１」が対応される場合にユーザ識別情報「ＡＢ００１」とユーザ識別情報「ＣＤ０１
」とが同一であると判断する。
【００８４】
　なお、第１病院１０と第２病院２０とで統一的なユーザ識別情報を用いる構成とするこ
ともできる。特に、第１病院１０と第２病院２０とが関連病院である場合は、第１病院１
０と第２病院２０とで統一的なユーザ識別情報が用いられる。例えば、ユーザ識別情報「
ＣＤ０１」がユーザ識別情報「ＡＢ００１」と一致する場合、図１３に示すユーザ識別情
報「ＡＢ００１」は、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」に置き換えられる。
【００８５】
　ここで、第１テーブルＵ１において、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」（及び、同一視され
る「ＡＢ００１」）と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部
」とを条件とする場合を考える。その場合、図１３に示す第１テーブルＵ１に基づいて定
型文識別情報「２０１」，「２０２」，「２０６」，「２０７」と、定型文名情報「ＣＴ
用２１」，「ＣＴ用２２」，「共通２１」，「ＣＴ用１１」とが抽出される。
【００８６】
　図１２の説明に戻って、データベース２７－２は、第２テーブルＵ２を保存する。第２
テーブルＵ２は、定型文識別情報に、定型文名情報の表示位置を示す定型文名の表示位置
情報と、定型文の文字情報である定型文文字情報との組合せが対応付けられてなる。
【００８７】
　図１４は、データベース２７－２で管理される第２テーブルＵ２の例を示す図である。
【００８８】
　図１４に示すように、第２テーブルＵ２において、定型文識別情報「２０１」には、定
型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「全体に…」と
の組合せが対応付けられる。すなわち、定型文識別情報「２０１」は、定型文名の表示位
置情報「１」の位置に表示される場合もあれば、定型文名の表示位置情報「５」の位置に
表示される場合もある。ここで、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」（及び、同一視される「Ａ
Ｂ００１」）と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とを
条件とする場合を考える。その場合、図１３に示す第１テーブルＵ１に基づいて定型文識
別情報「２０１」，「２０２」，「２０６」，「２０７」と、定型文名情報「ＣＴ用２１
」，「ＣＴ用２２」，「共通２１」，「ＣＴ用１１」とが抽出される。さらに、図１４に
示す第２テーブルＵ２に基づいて、抽出された定型文識別情報「２０１」，「２０２」，
「２０６」，「２０７」に対応する定型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５
」，「１，２，３，４，ｏｒ，５」，「５」，「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型文
文字情報「全体に…」，「要再検査」，「異常なし」，「前回の検査と比べて…」とが抽
出される。
【００８９】
　また、定型文の表示位置情報及び定型文文字情報は第１病院１０からの情報であり、定
型文識別情報は第２病院２０で新規登録されるものである。つまり、定型文の表示位置情
報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「前回の検査と比べて…」とは、第
１病院１０では定型文識別情報「１０１」に対応されるが（図４に図示）、第２病院２０
では定型文識別情報「２０７」に対応される。
【００９０】
　図１２の説明に戻って、データベース２７－３は、第３テーブルＵ３を保存する。第３
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テーブルＵ３は、ユーザ識別情報に、定型文を表示するための表示フォーマット情報が対
応付けられてなる。
【００９１】
　図１５は、データベース２７－３で管理される第３テーブルＵ３の例を示す図である。
【００９２】
　ここで、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び
撮影部位情報「頭部」とを条件とする場合を考える。その場合、図１５に示す第３テーブ
ルＵ３に基づいて、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」に対応する表示フォーマット情報「２０
１」が抽出される。
【００９３】
　図１２の説明に戻って、データベース２７－４は、第４テーブルＵ４を保存する。第４
テーブルＵ４は、表示フォーマット情報に構文情報が対応付けられてなる。
【００９４】
　図１６は、データベース２７－４で管理される第４テーブルＵ４の例を示す図である。
【００９５】
　ここで、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び
撮影部位情報「頭部」とを条件とする場合を考える。その場合、図１５に示す第３テーブ
ルＵ３に基づいて表示フォーマット情報「２０１」が抽出される。さらに、図１６に示す
第４テーブルＵ４に基づいて、抽出された表示フォーマット情報「２０１」に対応する構
文情報が抽出される。
【００９６】
　なお、第２実施形態の読影レポート作成支援システム１Ａにおいて、医用画像サーバ装
置１２、読影レポート作成支援装置１６、及びデータベース１７－１，１７－２，１７－
３，１７－４はそれぞれ独立した装置である。しかしながら、読影レポート作成支援装置
１６は、医用画像サーバ装置１２、及びデータベース１７－１，１７－２，１７－３，１
７－４の機能を備える装置であってもよい。同様に、読影レポート作成支援装置２６は、
医用画像サーバ装置２２、及びデータベース２７－１，２７－２，２７－３，２７－４の
機能を備える装置であってもよい。
【００９７】
　続いて、第２実施形態の読影レポート作成支援システム１Ａの動作について、図１７乃
至図１９に示すフローチャートを用いて説明する。
【００９８】
　まず、図２に示す読影レポート作成支援装置１６の制御部４１は、読影レポート作成支
援装置１６に対する、送信実行者のログインが行なわれたか否かを判断し（ステップＳＴ
２１）、送信実行者のログインに待機する（ステップＳＴ２１のＮＯ）。送信実行者は読
影レポート作成支援装置１６の入力部４３を入力操作してユーザＩＤやログインパスワー
ド等のログイン情報を入力し、読影レポート作成支援装置１６にログインする。
【００９９】
　ログインが行なわれたと判断した場合（ステップＳＴ２１のＹＥＳ）、読影レポート作
成支援装置１６の制御部４１は、入力されたログイン情報から送信実行者のユーザＩＤ等
のユーザ識別情報を取得する（ステップＳＴ２２）。そして、読影レポート作成支援装置
１６の制御部４１は、ステップＳＴ２２で取得したユーザ識別情報に基づいて、その情報
に対応する定型文識別情報をデータベース１７－１の第１テーブルＴ１（図３に図示）か
ら抽出し（ステップＳＴ２３）、検査情報及び定型文名情報をデータベース１７－１の第
１テーブルＴ１（図３に図示）から抽出する（ステップＳＴ２４）。例えば、図３におい
て、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対応する定型文識別情報「１０１」と、検査情報と
しての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」と、定型文名情報「ＣＴ用１１」
とが抽出される。また、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対応する定型文識別情報「１０
２」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「ＡＬＬ」と、定型文
名情報「ＣＴ用１２」とが抽出される。さらに、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対応す
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る定型文識別情報「１０４」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情
報「胸部」と、定型文名情報「ＣＴ用１４」とが抽出される。加えて、ユーザ識別情報「
ＡＢ００１」を含むユーザ識別情報「ＡＬＬ」に対応する定型文識別情報「１０６」と、
検査情報としての検査種別情報「ＡＬＬ」及び撮影部位情報「ＡＬＬ」と、定型文名情報
「共通１１」とが抽出される。
【０１００】
　読影レポート作成支援装置１６の制御部４１は、ステップＳＴ２３で抽出した定型文識
別情報に基づいて、その情報に対応する定型文名の表示位置情報と定型文文字情報とをデ
ータベース１７－２の第２テーブルＴ２（図４に図示）から抽出する（ステップＳＴ２５
）。例えば、図４において、定型文識別情報「１０１」に対応する定型文名の表示位置情
報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「前回の検査と比べて…」とが抽出
される。また、定型文識別情報「１０２」に対応する定型文名の表示位置情報「１，２，
３，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「要再検査」とが抽出される。さらに、定型文識
別情報「１０４」に対応する定型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、
定型文文字情報「両肺野の胸膜下に…」とが抽出される。定型文識別情報「１０６」に対
応する定型文名の表示位置情報「５」と、定型文文字情報「異常なし」とが抽出される。
【０１０１】
　また、読影レポート作成支援装置１６の制御部４１は、ステップＳＴ２２で取得したユ
ーザ識別情報に基づいて、その情報に対応する表示フォーマット情報をデータベース１７
－３の第３テーブルＴ３（図５に図示）から抽出する（ステップＳＴ２６）。例えば、図
５において、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対応する表示フォーマット情報「１０１」
が抽出される。
【０１０２】
　また、読影レポート作成支援装置１６の制御部４１は、ステップＳＴ２６で抽出した表
示フォーマット情報に基づいて、その情報に対応する構文情報をデータベース１７－４の
第４テーブルＴ４（図６に図示）から抽出する（ステップＳＴ２７）。例えば、図６にお
いて、表示フォーマット情報「１０１」に対応する構文情報が抽出される。
【０１０３】
　そして、読影レポート作成支援装置１６の制御部４１は、ステップＳＴ２４で抽出した
検査情報及び定型文名情報と、ステップＳＴ２５で抽出した定型文名の表示位置情報及び
定型文文字情報と、ステップＳＴ２７で抽出した構文情報とを情報表示画面として第１病
院１０の読影レポート作成支援装置１６の表示部４４に表示させる（ステップＳＴ２８）
。
【０１０４】
　図２０は、送信画面の一例を示す図である。
【０１０５】
　図２０は、送信実行者のユーザ識別情報「ＡＢ００１」を条件とする送信画面Ｇ２を示
す。具体的には、送信画面Ｇ２は、情報の送信元及び送信先の情報を含む。送信画面Ｇ２
は、条件としての、送信実行者のユーザ識別情報（例えば、ユーザＩＤ及びユーザ名）を
含む。また、送信画面Ｇ２は、条件に基づいてステップＳＴ２４で抽出した検査情報（例
えば、検査種別情報及び撮影部位情報）及び定型文名情報と、ステップＳＴ２５で抽出し
た定型文名の表示位置情報及び定型文文字情報と、ステップＳＴ２７で抽出した構文情報
とを含む。送信実行者は、読影レポート作成支援装置１６の入力部４３を用いて情報の送
信先を選択し、送信対象とする情報にチェックを入れる。
【０１０６】
　なお、本実施形態では、送信実行者のユーザ識別情報を条件として送信画面を生成する
場合について説明するが、その場合に限定されるものではない。例えば、送信実行者のユ
ーザ識別情報及び検査情報を条件として送信画面が生成されてもよい。
【０１０７】
　図１７の説明に戻って、読影レポート作成支援装置１６の制御部４１は、送信ボタンが
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押下されたか否かを判断し（ステップＳＴ２９）、送信ボタンの押下に待機する（ステッ
プＳＴ２９のＮＯ）。送信ボタンは、例えば送信画面Ｇ２に設けられる。送信実行者は、
他の病院である第２病院２０に送信実行者のユーザ識別情報、検査情報、定型文名情報、
定型文名の表示位置情報、定型文文字情報、及び構文情報を対応付けて送信する場合、読
影レポート作成支援装置１６の入力部４３を入力操作して送信ボタンをクリックして押下
する。送信ボタンが押下されたと判断した場合には（ステップＳＴ２９のＹＥＳ）、送信
実行者のユーザ識別情報、検査情報、定型文名情報、定型文名の表示位置情報、定型文文
字情報、及び構文情報を対応付けた情報をエクスポートし、ルータ１８及びネットワーク
Ｎｄを介して第２病院２０に送信する（ステップＳＴ３０）。
【０１０８】
　次いで、他の病院である第２病院２０は、ステップＳＴ３０で第１病院１０が送信した
ユーザ識別情報、検査情報、定型文名情報、定型文名の表示位置情報、定型文文字情報、
及び構文情報を、ネットワークＮｄ及びルータ２８を介して受信する（ステップＳＴ３１
）。第２病院２０は、第１テーブルＵ１（図１３に図示）に、ステップＳＴ３１で受信し
た情報をインポートし、ユーザ識別情報、検査情報、及び定型文名情報に定型文識別情報
を付して新規登録する（ステップＳＴ３２）。例えば、図１３に示すように、第１テーブ
ルＵ１に、ステップＳＴ３１で受信した、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報と
しての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」と、定型文名情報「ＣＴ用１１」
とに定型文識別情報「２０７」が付されて新規登録される。
【０１０９】
　また、第２病院２０は、第２テーブルＵ２（図１４に図示）の定型文識別情報に、ステ
ップＳＴ３１で受信してインポートされた定型文の表示位置情報及び定型文文字情報を新
規登録する（ステップＳＴ３３）。例えば、図１４に示すように、第２テーブルＵ２の定
型文識別情報「２０７」に、ステップＳＴ３１で受信した定型文の表示位置情報「１，２
，３，４，ｏｒ,５」と、定型文文字情報「前回の検査と比べて…」とが新規登録される
。
【０１１０】
　さらに、第２病院２０は、第３テーブルＵ３（図１５に図示）のユーザ識別情報に基づ
いて、第４テーブルＵ４（図１６に図示）に、ステップＳＴ３１で受信した構文情報を新
規登録する（ステップＳＴ３４）。
【０１１１】
　ステップＳＴ３２乃至ＳＴ３４によって、第２病院２０のデータベース２７－１乃至２
７－４は、図１３乃至図１６に示すように、第１病院１０によって登録された情報と第２
病院２０によって登録された情報とを共有するテーブルＵ１乃至Ｕ４をもつことができる
。
【０１１２】
　第２病院２０の読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、読影レポート作成支援
装置２６に対するレポート作成者（送信実行者）のログインが行なわれたか否かを判断し
（ステップＳＴ４１）、レポート作成者のログインに待機する（ステップＳＴ４１のＮＯ
）。レポート作成者は読影レポート作成支援装置２６の入力部４３を入力操作してユーザ
ＩＤやログインパスワード等のログイン情報を入力し、読影レポート作成支援装置２６に
ログインする。
【０１１３】
　ログインが行なわれたと判断した場合（ステップＳＴ４１のＹＥＳ）、読影レポート作
成支援装置２６の制御部４１は、入力されたログイン情報からレポート作成者のユーザＩ
Ｄ等のユーザ識別情報を取得する（ステップＳＴ４２）。そして、読影レポート作成支援
装置２６の制御部４１は、読影対象の医用画像を示す受付番号リストを読影レポート作成
支援装置２６の表示部４４に表示させる（ステップＳＴ４３）。さらに、読影レポート作
成支援装置２６の制御部４１は、受付番号リストから受付番号が選択されたか否かを判断
し（ステップＳＴ４４）、受付番号の選択に待機する（ステップＳＴ４４のＮＯ）。レポ
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ート作成者は読影レポート作成支援装置２６の入力部４３を入力操作して受付番号リスト
から受付番号を選択する。
【０１１４】
　受付番号リストから受付番号が選択されたと判断した場合（ステップＳＴ４４のＹＥＳ
）、読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、選択された受付番号に対応する患者
情報及び検査情報を読影レポートサーバ装置２３から、選択された受付番号に対応する画
像データを医用画像サーバ装置２２からそれぞれ取得する（ステップＳＴ４５）。第２病
院２０のレポート作成者は読影対象の医用画像を閲覧しながら、読影レポート作成支援装
置２６の入力部４３を入力操作して読影レポートを作成することになる。
【０１１５】
　次に、読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、ステップＳＴ４２で取得したユ
ーザ識別情報と、ステップＳＴ４５で取得した検査情報とに基づいて、それらの情報に対
応する定型文識別情報をデータベース２７－１の第１テーブルＵ１（図１３に図示）から
抽出し（ステップＳＴ４６）、定型文名情報をデータベース２７－１の第１テーブルＵ１
（図１３に図示）から抽出する（ステップＳＴ４７）。例えば、図１３において、ユーザ
識別情報「ＣＤ０１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭
部」とに対応する定型文識別情報「２０１」と、定型文名情報「ＣＴ用２１」とが抽出さ
れる。また、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及
び撮影部位情報「ＡＬＬ」とに対応する定型文識別情報「２０２」と、定型文名情報「Ｃ
Ｔ用２２」とが抽出される。さらに、ユーザ識別情報「ＡＬＬ」と、検査情報としての検
査種別情報「ＡＬＬ」及び撮影部位情報「ＡＬＬ」とに対応する定型文識別情報「２０６
」と、定型文名情報「共通２１」とが抽出される。加えて、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」
と同一視される「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位
情報「頭部」とに対応する定型文識別情報「２０７」と、定型文名情報「ＣＴ用１１」と
が抽出される。
【０１１６】
　読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、ステップＳＴ４６で抽出した定型文識
別情報に対応する定型文名の表示位置情報と、定型文文字情報とをデータベース２７－２
の第２テーブルＵ２（図１４に図示）から抽出する（ステップＳＴ４８）。例えば、図１
４において、定型文識別情報「２０１」に対応する定型文名の表示位置情報「１，２，３
，４，ｏｒ，５」と、定型文文字情報「全体に…」とが抽出される。また、定型文識別情
報「２０２」に対応する定型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」と、定型
文文字情報「要再検査」とが抽出される。さらに、定型文識別情報「２０６」に対応する
定型文名の表示位置情報「５」と、定型文文字情報「異常なし」とが抽出される。加えて
、定型文識別情報「２０７」に対応する定型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ
，５」と、定型文文字情報「前回の検査と比べて…」とが抽出される。
【０１１７】
　また、読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、ステップＳＴ４２で取得したユ
ーザ識別情報に基づいて、その情報に対応する表示フォーマット情報をデータベース２７
－３の第３テーブルＵ３（図１５に図示）から抽出する（ステップＳＴ４９）。例えば、
図１５において、ユーザ識別情報「ＣＤ０１」に対応する表示フォーマット情報「２０１
」が抽出される。
【０１１８】
　また、読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、ステップＳＴ４９で抽出した表
示フォーマット情報に基づいて、その情報に対応する構文情報をデータベース２７－４の
第４テーブルＵ４（図１６に図示）から抽出する（ステップＳＴ５０）。例えば、図１６
において、表示フォーマット情報「２０１」に対応する構文情報が抽出される。
【０１１９】
　そして、読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、ステップＳＴ４７で抽出した
定型文名情報の一覧Ｐと、ステップＳＴ４５で取得した患者情報、検査情報、及び画像デ
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ータ等とを含む読影レポート作成画面を読影用のビューア装置２５に表示させる（ステッ
プＳＴ５１）。ステップＳＴ５１で表示する読影レポート作成画面は、図１０に示すもの
と同等である。
【０１２０】
　読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、読影用のビューア装置２５によって定
型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報が選択されたか否かを判断し（ステップＳＴ５２）
、定型文名情報の選択に待機する（ステップＳＴ５２のＮＯ）。レポート作成者は、読影
用のビューア装置２５の入力部を入力操作して定型文名情報の一覧Ｐの中の定型文名情報
が所定の場所に貼り付けられることで、定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報を選択す
る。定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報を選択する方法は、図１１（ａ），（ｂ）を
用いて説明したものと同等である。
【０１２１】
　定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報が選択されたと判断した場合（ステップＳＴ５
２のＹＥＳ）、読影レポート作成支援装置２６の制御部４１は、読影用のビューア装置２
５によって保存ボタンが押下されたか否かを判断し（ステップＳＴ５３）、保存ボタンの
押下に待機する（ステップＳＴ５３のＮＯ）。レポート作成者は、入力済の読影レポート
を保存する場合、読影用のビューア装置２５の入力部を入力操作して保存ボタンをクリッ
クして押下する。なお、保存ボタン以外の他のボタンが押下された場合には、他のボタン
に対応する処理が実行される。保存ボタンが押下されたと判断した場合には（ステップＳ
Ｔ５３のＹＥＳ）、ネットワークＮｂを介して読影レポートサーバ装置２３に入力済の読
影レポートを送信し（ステップＳＴ５４）、処理を終了する。このような処理により読影
レポート作成支援動作が行なわれる。
【０１２２】
　第２実施形態の読影レポート作成支援システム１Ａによれば、レポート作成者が検査情
報を指定すれば、レポートを作成する第２病院２０のみならず第１病院１０でも作成され
、かつ、レポート作成者及び検査に対応する適切な定型文名情報の一覧Ｐが表示される。
そして、レポート作成者が定型文名情報の一覧Ｐから特定の定型文名情報を選択すれば、
所見入力欄Ｑに、特定の定型文名情報に対応する定型文文字情報を入力することができる
。すなわち、第２実施形態の読影レポート作成支援システム１Ａによれば、第２病院２０
のみならず第１病院１０でも作成された多数の定型文名情報のうち、適切な定型文名情報
のみを一覧Ｐとして表示できるので、定型文名情報（定型文文字情報）の選択作業が簡易
になり、レポート作成者の読影レポートの作成効率を向上させることができる。
【０１２３】
　また、第２実施形態の読影レポート作成支援システム１Ａによれば、定型文文字情報の
一覧ではなく、定型文名情報の一覧Ｐを表示することで、表示される定型文名情報が多数
であっても画面の切り替え等の操作が不要となるので、レポート作成者の読影レポートの
作成効率を向上させることができる。
【０１２４】
　さらに、第２実施形態の読影レポート作成支援システム１Ａによれば、あるレポート作
成者が、異なる病院（第１病院１０及び第２病院２０）で読影を行なう場合であっても、
第１病院１０で用いた定型文文字情報等を第２病院２０でも使用できるので、レポート作
成者の読影レポートの作成効率を向上させることができる。
【０１２５】
　（第３実施形態）
　図２１は、第３実施形態の読影レポート作成支援システムの構成を示す概略図である。
【０１２６】
　図２１は、第３実施形態の読影レポート作成支援システム１Ｂを示す。読影レポート作
成支援システム１Ｂは、複数の医療機関、例えば第１病院１０及び第２病院２０と、読影
センタ３０とによって構成される。第１病院１０は、医用画像撮影装置１１、医用画像サ
ーバ装置１２、読影レポートサーバ装置１３、観察用のビューア装置１４、読影用のビュ
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ーア装置１５、データベース群１７（１７－１乃至１７－４）、ルータ１８及び、読影依
頼装置１９を備える。各装置は、基幹のＬＡＮ等のネットワークＮａを介して相互に通信
可能である。なお、装置１１乃至１５，１７乃至１９の一部又は全部は、第１病院１０に
複数備えられてもよい。
【０１２７】
　読影依頼装置１９は、図２に示す読影レポート作成支援装置１６と同一の構成を有する
。読影依頼装置１９の機能（動作）は後述する。
【０１２８】
　第２病院２０は、医用画像撮影装置２１、医用画像サーバ装置２２、読影レポートサー
バ装置２３、観察用のビューア装置２４、読影用のビューア装置２５、データベース群２
７（２７－１乃至２７－４）、ルータ２８、及び読影依頼装置２９を備える。各装置は、
基幹のＬＡＮ等のネットワークＮｂを介して相互に通信可能である。なお、装置２１乃至
２５，２７乃至２９の一部又は全部は、第２病院２０に複数備えられてもよい。
【０１２９】
　読影依頼装置２９は、図２に示す読影レポート作成支援装置１６と同一の構成を有する
。読影依頼装置２９の機能（動作）は後述する。
【０１３０】
　なお、図２１に示す読影レポート作成支援システム１Ｂにおいて、図１に示す読影レポ
ート作成支援システム１、又は、図１２に示す読影レポート作成支援システム１Ａと同一
要素には同一符号を付して説明を省略する。
【０１３１】
　読影センタ３０は、医用画像サーバ装置３２、読影レポートサーバ装置３３、読影用の
ビューア装置３５、読影レポート作成支援装置３６、及びルータ３８を備える。各装置は
、基幹のＬＡＮ等のネットワークＮｃを介して相互に通信可能である。なお、装置３２，
３３，３５，３６の一部又は全部は、読影センタ３０に複数備えられてもよい。
【０１３２】
　医用画像サーバ装置３２は、第１病院１０及び第２病院２０から送信された、読影依頼
情報に含まれる画像データを保管する。医用画像サーバ装置３２は、読影用のビューア装
置３５の要求に応じて読影用のビューア装置３５に画像データを提供する。また、医用画
像サーバ装置３２は、画像データを保管する場合、その画像データに付帯する付帯情報を
読影レポートサーバ装置３３に送信する。この付帯情報は受付番号、患者情報、及び検査
情報等を含む。
【０１３３】
　読影レポートサーバ装置３３は、医用画像サーバ装置３２から付帯情報を受け取り、そ
の付帯情報を含む入力前の読影レポートを受付番号に関連付けて保存し、さらに、読影レ
ポート作成支援装置３６の要求に応じて読影レポート作成支援装置３６に入力前の読影レ
ポートを提供する。また、読影レポートサーバ装置３３は、読影医により作成された入力
済の読影レポートを適宜保管する。
【０１３４】
　読影用のビューア装置３５は、医用画像サーバ装置３２に保管された医用画像や読影レ
ポートサーバ装置３３に保管された入力前の読影レポート等の画像を表示する装置である
。読影用のビューア装置３５は、例えば病院内の読影室に設置されており、読影レポート
を作成する読影医等のレポート作成者に医用画像を提供する。読影用のビューア装置３５
により、レポート作成者は読影対象の医用画像を閲覧することができる。
【０１３５】
　読影レポート作成支援装置３６は、図２に示す読影レポート作成支援装置１６と同一の
構成を有する。読影レポート作成支援装置３６の機能（動作）は後述する。
【０１３６】
　なお、第３実施形態の読影レポート作成支援システム１Ｂにおいて、医用画像サーバ装
置１２、データベース１７－１，１７－２，１７－３，１７－４、及び読影依頼装置１９
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はそれぞれ独立した装置である。しかしながら、読影依頼装置１９は、医用画像サーバ装
置１２、及びデータベース１７－１，１７－２，１７－３，１７－４の機能を備える装置
であってもよい。同様に、読影依頼装置２９は、医用画像サーバ装置２２、及びデータベ
ース２７－１，２７－２，２７－３，２７－４の機能を備える装置であってもよい。同様
に、読影レポート作成支援装置３６は、医用画像サーバ装置３２の機能を備える装置であ
ってもよい。
【０１３７】
　続いて、第３実施形態の読影レポート作成支援システム１Ｂの動作について、図２２，
図２３に示すフローチャートを用いて説明する。
【０１３８】
　まず、図２１に示す読影依頼装置１９（又は読影依頼装置２９）の制御部４１は、読影
依頼装置１９に対する読影依頼者のログインが行なわれたか否かを判断し（ステップＳＴ
６１）、読影依頼者のログインに待機する（ステップＳＴ６１のＮＯ）。読影依頼者は読
影依頼装置１９の入力部４３を入力操作して読影依頼者のユーザＩＤやログインパスワー
ド等のログイン情報を入力し、読影依頼装置１９にログインする。
【０１３９】
　ログインが行なわれたと判断した場合（ステップＳＴ６１のＹＥＳ）、読影依頼装置１
９の制御部４１は、入力されたログイン情報から読影依頼者のユーザＩＤ等のユーザ識別
情報を取得する（ステップＳＴ６２）。そして、読影依頼装置１９の制御部４１は、読影
対象の医用画像を示す受付番号リストを表示部４４に表示させる（ステップＳＴ６３）。
さらに、読影依頼装置１９の制御部４１は、受付番号リストから受付番号が選択されたか
否かを判断し（ステップＳＴ６４）、受付番号の選択に待機する（ステップＳＴ６４のＮ
Ｏ）。読影依頼者は読影依頼装置１９の入力部４３を入力操作して受付番号リストから受
付番号を選択する。
【０１４０】
　受付番号リストから受付番号が選択されたと判断した場合（ステップＳＴ６４のＹＥＳ
）、読影依頼装置１９の制御部４１は、選択された受付番号に対応する患者情報及び検査
情報を読影レポートサーバ装置１３から、選択された受付番号に対応する画像データを医
用画像サーバ装置１２からそれぞれ取得する（ステップＳＴ６５）。
【０１４１】
　次に、読影依頼装置１９の制御部４１は、ステップＳＴ６２で取得したユーザ識別情報
と、ステップＳＴ６５で取得した検査情報とに基づいて、それらの情報に対応する定型文
識別情報をデータベース１７－１の第１テーブルＴ１（図３に図示）から抽出し（ステッ
プＳＴ６６）、定型文名情報をデータベース１７－１の第１テーブルＴ１（図３に図示）
から抽出する（ステップＳＴ６７）。例えば、図３において、ユーザ識別情報「ＡＢ００
１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とに対応する
定型文識別情報「１０１」と、定型文名情報「ＣＴ用１１」とが抽出される。また、ユー
ザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別情報「ＣＴ」及び撮影部位情報
「ＡＬＬ」とに対応する定型文識別情報「１０２」と、定型文名情報「ＣＴ用１２」とが
抽出される。さらに、ユーザ識別情報「ＡＢ００１」を含むユーザ識別情報「ＡＬＬ」と
、検査情報としての検査種別情報「ＡＬＬ」及び撮影部位情報「ＡＬＬ」とに対応する定
型文識別情報「１０６」と、定型文名情報「共通１１」とが抽出される。
【０１４２】
　読影依頼装置１９の制御部４１は、ステップＳＴ６６で抽出した定型文識別情報と、に
基づいて、その情報に対応する定型文名の表示位置情報と定型文文字情報とをデータベー
ス１７－２の第２テーブルＴ２（図４に図示）から抽出する（ステップＳＴ６８）。例え
ば、図４において、定型文識別情報「１０１」，「１０２」，「１０４」，「１０６」に
対応する定型文名の表示位置情報「１，２，３，４，ｏｒ，５」，「１，２，３，４，ｏ
ｒ，５」，「１，２，３，４，ｏｒ，５」，「５」と、定型文文字情報「前回の検査と比
べて…」，「要再検査」，「両肺野の胸膜下に…」，「異常なし」とが抽出される。
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【０１４３】
　また、読影依頼装置１９の制御部４１は、ステップＳＴ６２で取得したユーザ識別情報
に基づいて、その情報に対応する表示フォーマット情報をデータベース１７－３の第３テ
ーブルＴ３（図５に図示）から抽出する（ステップＳＴ６９）。例えば、図５において、
ユーザ識別情報「ＡＢ００１」に対応する表示フォーマット情報「１０１」が抽出される
。
【０１４４】
　また、読影依頼装置１９の制御部４１は、ステップＳＴ６９で抽出した表示フォーマッ
ト情報に基づいて、その情報に対応する構文情報をデータベース１７－４の第４テーブル
Ｔ４（図６に図示）から抽出する（ステップＳＴ７０）。例えば、図６において、表示フ
ォーマット情報「１０１」に対応する構文情報が抽出される。
【０１４５】
　そして、読影依頼装置１９の制御部４１は、ステップＳＴ６５で取得した検査情報及び
画像データと、ステップＳＴ６７で抽出した定型文名情報と、ステップＳＴ６８で抽出し
た定型文名の表示位置情報及び定型文文字情報と、ステップＳＴ７０で抽出した構文情報
とを読影依頼画面Ｇ３として第１病院１０の読影依頼装置１９の表示部４４に表示させる
（ステップＳＴ７１）。
【０１４６】
　図２４は、読影依頼画面の一例を示す図である。
【０１４７】
　図２４は、読影依頼者のユーザ識別情報「ＡＢ００１」と、検査情報としての検査種別
情報「ＣＴ」及び撮影部位情報「頭部」とを条件とする、患者ＩＤ「１２３４」に関する
読影依頼画面Ｇ３を示す。具体的には、読影依頼画面Ｇ３は、読影依頼元及び読影依頼先
の情報と、読影依頼の対象の患者情報（例えば、患者ＩＤ及び患者名）と、ステップＳＴ
６５で抽出した、読影依頼の対象の患者情報に関する画像データとを含む。読影依頼画面
Ｇ３は、条件としての、読影依頼者のユーザ識別情報（例えば、ユーザＩＤ及びユーザ名
）、及び検査情報（例えば、検査種別情報及び撮影部位情報）を含む。また、読影依頼画
面Ｇ３は、条件に基づいてステップＳＴ６７で抽出した定型文名情報と、ステップＳＴ６
８で抽出した定型文名の表示位置情報及び定型文文字情報と、ステップＳＴ７０で抽出し
た構文情報とを含む。読影依頼者は、読影依頼装置１９の入力部４３を用いて読影依頼先
を選択し、送信対象とする情報にチェックを入れる。
【０１４８】
　図２２の説明に戻って、読影依頼装置１９の制御部４１は、依頼ボタンが押下されたか
否かを判断し（ステップＳＴ７２）、依頼ボタンの押下に待機する（ステップＳＴ７２の
ＮＯ）。依頼ボタンは、例えば読影依頼画面Ｇ３に設けられる。読影依頼者は、読影セン
タ３０に読影依頼者のユーザ識別情報、検査情報、定型文名情報、定型文名の表示位置情
報、定型文文字情報、構文情報、画像データを対応付けて送信する場合、読影依頼装置１
９の入力部４３を入力操作して依頼ボタンをクリックして押下する。依頼ボタンが押下さ
れたと判断した場合には（ステップＳＴ７２のＹＥＳ）、読影依頼者のユーザ識別情報、
検査情報、定型文名情報、定型文名の表示位置情報、定型文文字情報、構文情報、画像デ
ータを対応付けた情報を含む読影依頼情報をエクスポートして、ルータ１８及びネットワ
ークＮｄを介して読影センタ３０に送信する（ステップＳＴ７３）。
【０１４９】
　次いで、読影センタ３０は、ステップＳＴ７３で第１病院１０が送信した読影依頼情報
を、ネットワークＮｄ及びルータ３８を介して受信する（ステップＳＴ７４）。
【０１５０】
　そして、読影レポート作成支援装置３６の制御部４１は、ステップＳＴ７４で受信した
読影依頼情報をインポートして、読影依頼情報に基づく読影レポート作成画面を読影用の
ビューア装置３５に表示させる（ステップＳＴ７５）。ステップＳＴ７５で表示する読影
レポート作成画面は、図１０に示すものと同等である。
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【０１５１】
　読影レポート作成支援装置３６の制御部４１は、読影用のビューア装置３５によって定
型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報が選択されたか否かを判断し（ステップＳＴ７６）
、定型文名情報の選択に待機する（ステップＳＴ７６のＮＯ）。レポート作成者は、読影
用のビューア装置３５の入力部を入力操作して定型文名情報の一覧Ｐの中の定型文名情報
が所定の場所に貼り付けられることで、定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報を選択す
る。定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報を選択する方法は、図１１（ａ），（ｂ）を
用いて説明したものと同等である。
【０１５２】
　定型文名情報の一覧Ｐから定型文名情報が選択されたと判断した場合（ステップＳＴ７
６のＹＥＳ）、読影レポート作成支援装置３６の制御部４１は、読影用のビューア装置３
５によって保存ボタンが押下されたか否かを判断し（ステップＳＴ７７）、保存ボタンの
押下に待機する（ステップＳＴ７７のＮＯ）。レポート作成者は、入力済の読影レポート
を保存する場合、読影用のビューア装置３５の入力部を入力操作して保存ボタンをクリッ
クして押下する。なお、保存ボタン以外の他のボタンが押下された場合には、他のボタン
に対応する処理が実行される。保存ボタンが押下されたと判断した場合には（ステップＳ
Ｔ７７のＹＥＳ）、ネットワークＮｃを介して読影レポートサーバ装置３３に入力済の読
影レポートを送信し（ステップＳＴ７８）、処理を終了する。このような処理により読影
レポート作成支援動作が行なわれる。
【０１５３】
　なお、読影センタ３０には、読影依頼（読影依頼情報の送信）のタイミングで読影依頼
情報が送信される場合を説明したが、その場合に限定されるものではない。例えば、読影
センタ３０に、読影依頼のタイミング以外のタイミングで読影依頼情報が送信されるもの
としてもよい。
【０１５４】
　また、図２２に示すステップＳＴ７３では、読影依頼者のユーザ識別情報、検査情報、
定型文名情報、定型文名の表示位置情報、定型文文字情報、構文情報、画像データを対応
付けた情報を含む読影依頼情報を読影センタ３０に送信する。しかしながら、その場合に
限定されるものではない。
【０１５５】
　読影依頼装置１９は、ＲＩＳ（ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｙｓ
ｔｅｍ）から検査（撮影）の予約を受けると、医用画像撮影装置１１としてのＸ線フィル
ム型のＸ線診断装置に検査を依頼する。Ｘ線フィルム型のＸ線診断装置による検査の終了
を受け、読影依頼装置１９は、図２２に示すステップＳＴ６２で取得したユーザ識別情報
と、依頼した検査の検査情報とに基づいて、それらの情報に対応する定型文識別情報をデ
ータベース１７－１の第１テーブルＴ１（図３に図示）から抽出する（ステップＳＴ６６
）。以下、図２２及び図２３に示すフローチャートに従って動作する。
【０１５６】
　このように、読影依頼装置１９は、画像データを除く、読影依頼者のユーザ識別情報、
検査情報、定型文名情報、定型文名の表示位置情報、定型文文字情報、構文情報を対応付
けた情報を含む読影依頼情報を読影センタ３０に送信する。そして、Ｘ線フィルム型のＸ
線診断装置によって取得されたＸ線フィルムが、読影依頼情報とは別に読影センタ３０に
配送される。
【０１５７】
　第３実施形態の読影レポート作成支援システム１Ｂによれば、第１病院１０（第２病院
２０）で読影依頼者によって作成され、かつ、読影依頼者及び検査に対応する適切な定型
文名情報の一覧Ｐが表示される。そして、レポート作成者が定型文名情報の一覧Ｐから特
定の定型文名情報を選択すれば、所見入力欄Ｑに、特定の定型文名情報に対応する定型文
文字情報を入力することができる。すなわち、第３実施形態の読影レポート作成支援シス
テム１Ｂによれば、第１病院１０（第２病院２０）で読影依頼者によって作成された多数
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名情報（定型文文字情報）の選択作業が簡易になり、レポート作成者の読影レポートの作
成効率を向上させることができる。
【０１５８】
　また、第３実施形態の読影レポート作成支援システム１Ｂによれば、定型文文字情報の
一覧ではなく、定型文名情報の一覧Ｐを表示することで、表示される定型文名情報が多数
であっても画面の切り替え等の操作が不要となるので、レポート作成者の読影レポートの
作成効率を向上させることができる。
【０１５９】
　さらに、第３実施形態の読影レポート作成支援システム１Ｂによれば、読影センタ３０
に読影を依頼する場合であっても、第１病院１０及び第２病院２０で用いた定型文文字情
報等を読影センタ３０でも使用できるので、レポート作成者の読影レポートの作成効率を
向上させることができる。
【０１６０】
　なお、本実施形態の読影レポート作成支援システム１，１Ａ，１Ｂは、本発明の理解を
容易にするために記載されたものであって、本発明を限定するために記載されたものでは
ない。したがって、本実施形態の読影レポート作成支援システム１，１Ａ，１Ｂに開示さ
れた各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である
。
【０１６１】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々
の省略、置き換え、変更を行なうことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【０１６２】
１，１Ａ，１Ｂ　読影レポート作成支援システム
１０，２０　病院（医療機関）
１１，２１　医用画像撮影装置（モダリティ）
１２，２２，３２　医用画像サーバ装置
１３，２３，３３　読影レポートサーバ装置
１４，２４　観察用のビューア装置
１５，２５，３５　読影用のビューア装置
１６，２６，３６　読影レポート作成支援装置
１７－１乃至１７－４，２７－１乃至２７－４　データベース
１９，２９　読影依頼装置
３０　読影センタ
４１　制御部
４３　入力部
４４　表示部
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